
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

右のＱＲコードを読み

込んで友だち追加して

ください。 

 

友だち追加 

相談内容送信 
友だち追加をしたら、トークで 

メッセージを送信してください。 

 

相談です。 

 

こんにちは。 

健康福祉総務課です。 

友だち登録ありがとうご

ざいます。 

それでは相談員につなぎ

ますので、相談したいこと

を教えてください。 

 受付時間 

24時間 ３６５日 

 対応時間 

平日 8時 30分～17時 15分 
 

 緊急を要する相談や医療行為に 

あたる相談には応じることがで 

きませんのでご了承ください。 
 

場   所 ： 松阪市役所 １階  

 

「相談をしたいけれど窓口では話しにくい…」 

「電話をするのは勇気がいる…」 

「こんなこと相談してもいいのかな…」 

そんなとき、少しでも楽な気持ちでご相談 

やご質問いただけるよう、LINE でも相談 

を受け付けます。 

 

 

受付時間 ： 平日 8時 30分～17時 15分 

※ 土日祝日・年末年始を除く 

検 索 松阪市 ひきこもり相談窓口 

ＬＩＮＥでの相談方法 

相談について 

・ 相談できる方は、松阪市内にお住まいのひ

きこもりに悩むご本人やご家族となります。 

・ 相談員にはＬＩＮＥ登録名とアイコン画像しか

わかりません。匿名で相談することもできま

すので、お気軽にご相談ください。 

 

 
ひきこもり相談窓口について 

電   話 ：０５９８－３１－１９２２ 

 

健康福祉総務課【窓口⑬】 

 

R4.9発行 

松阪市では 

令和 4年 6月に 

ひきこもり相談窓口を 

開設しました。 

来所、電話、メール等 

でも相談できます。 

 

松阪市 


